
地方独立行政法人北九州市立病院機構公告第１号

 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、地方独立行政法人北九

州市立病院機構定款第６条及び地方独立行政法人北九州市立病院機構契約規程

（以下「契約規程」という。）第３条の規定により、次のとおり公告する。

  平成３１年４月１６日

地方独立行政法人北九州市立病院機構 理事長 中 西 洋 一  

１ 契約内容

（１） 業務の名称及び数量

平成３１年度 北九州市立医療センター及び北九州市立八幡病院 医薬

品及び診療材料管理に係るコンサルティング顧問業務 一式

（２） 業務の内容等 仕様書に定めるとおり

（３） 履行期間 契約締結の日から平成３２年３月３１日まで

（４） 履行場所 地方独立行政法人北九州市立病院機構理事長が指示する

場所

（５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争入札参加資格

次の各号のいずれにも該当する者であること。

（１） 契約規程第２条第１項及び第２項各号の規定に該当しない者である

こと。

（２） 北九州市物品供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する

規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿（

以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。

（３） 地方独立行政法人北九州市立病院機構及び北九州市から指名停止を

受けている期間中でないこと。

（４） 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に、４００

床以上の病院に係る医薬品単価契約支援業務の契約実績が１０件以上ある

こと。

（５） 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に、４００

床以上の病院に係る診療材料単価契約支援業務の契約実績が１５件以上あ

ること。



（６） 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に、４００

床以上の病院に係るＳＰＤ関連（監査等）業務の契約実績が３件以上ある

こと。

（７） 医薬品及び診療材料のベンチマークシステムを自社で有し、かつ、

その標本数が特定機能病院３０施設以上、国公立病院４０施設以上、民間

病院３０施設以上及び九州地区で３００床以上の病院１０施設以上あるこ

と。

（８） 北九州市立病院の医薬品及び診療材料の納入業者（関連会社を含む

。）でないこと。

（９） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始若

しくは更生手続の開始の申立てがなされていないこと、又は民事再生法（

平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始若しくは再生手続の開

始の申立てがなされていないこと。

３ 入札手続等

（１） 契約条項を示す場所及び日時

ア 場所 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号

       北九州市立医療センター事務局経営企画課経営係

  イ 期間 公告の日から平成３１年４月１９日までの毎日午前９時から正

午まで及び午後１時３０分から午後５時まで

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。電子メールでの交付を希望する場合は、北九州市立医療センター

事務局経営企画課経営係（電話 ０９３－５４１－１８３１）に連絡する

こと。

（３） 事業者説明会の場所及び日時

 ア 場所 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号

      北九州市立医療センター 別館６階 ６０２会議室

 イ 日時 平成３１年４月２２日 午後１時３０分

（４） 競争入札参加の申請書等の提出 この公告に係る一般競争入札に参

加を希望する者は、公告の日から平成３１年４月２５日まで（日曜日及び

土曜日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から正午

まで及び午後１時３０分から午後５時までに、競争入札参加の申請書を北

九州市立医療センター事務局経営企画課経営係に提出しなければならない

。郵送による場合は、第１号アの場所に書留郵便により、平成３１年４月

２５日午後５時までに必着のこと。

（５） 入札及び開札の場所及び日時



ア 場所 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号

      北九州市立医療センター 別館６階 ６０２会議室

イ 日時 平成３１年４月２６日 午前１０時

４ その他

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨

ア 言語 日本語

イ 通貨 日本国通貨

（２） 契約書作成の要否 要

（３） 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規程第４条

第７項第１号又は第２号に該当する場合は免除する。

イ 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程

第２９条第１項各号のいずれかに該当する場合は免除する。

（４） 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

ウ 契約規程第９条第１項各号のいずれかに該当する入札

（５） 落札者の決定方法 契約規程第５条第１項の規定により定められた

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者と

する。

（６） 契約書作成の要否 要

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等

  北九州市医療センター事務局経営企画課経営係

 〒８０２－００７７ 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号

   電話 ０９３－５４１－１８３１


